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通番 ヒアリング事項 府省 ページ 

37 ＮＰＯ法人の認証等権限の中核市への移譲（1 件） 内閣府 
１～９ 

38 新設のＮＰＯ法人の仮認定に係る申請期限の延長（1 件） 内閣府 

36 ＣＩＱ業務権限の都道府県への移譲（1 件） 

法務省 １０～１９ 

財務省 ― 

農林水産省 ２０～３１ 

厚生労働省 ３２～４２ 

18 鳥獣捕獲許可等の市町村への移譲（3 件） 環境省 ４３～４７ 

21 
複数の都道府県にまたがる産業廃棄物収集運搬業の許可に

係る規制緩和（1 件） 
環境省 ― 

16 
指定都市立特別支援学校の設置に係る都道府県認可の廃止

（2 件） 
文部科学省 ― 

17 
市立高校の就学支援金制度に関する指定都市・中核市への

権限移譲（1 件） 
文部科学省 ― 

50 県費負担教職員の人事権等の中核市等への移譲（7 件） 文部科学省 ４８～５１ 
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特
定

非
営

利
活

動
法

人
制

度
に

つ
い

て

平
成
26

年
９

月
４

日

1

内
閣

府
政

策
統

括
官

（
経

済
社

会
シ

ス
テ

ム
担

当
）

参
事

官
（
市

民
活

動
促

進
担

当
）

通番３７：ＮＰＯ法人の認証等権限の中核市への移譲（内閣府）
通番３８：新設のＮＰＯ法人の仮認定に係る申請期限の延長（内閣府）
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従

来
、

非
営

利
法

人
制

度
で

は
、

公
益

目
的

の
団

体
で

あ
れ

ば
、

旧
民

法
3
4
条

の

公
益

法
人

、
社

会
福

祉
事

業
を

行
う

団
体

で
あ

れ
ば

、
社

会
福

祉
法

人
な

ど
の

制
度

が

あ
っ

た
も

の
の

、
法

人
格

の
取

得
に

は
主

務
官

庁
等

の
許

可
が

必
要

と
さ

れ
た

。

⇒
保

有
財

産
や

活
動

実
績

な
ど

厳
し

い
要

件
が

求
め

ら
れ

、
手

続
に

時
間

が
か

か
る

な
ど

、

法
人

格
取

得
ま

で
の

道
は

容
易

で
は

な
か

っ
た

。

⇒
我

が
国

に
お

け
る

法
人

制
度

は
、

市
民

活
動

団
体

等
の

非
営

利
団

体
の

実
態

に

な
じ

み
に

く
い

面
が

あ
っ

た
。


市

民
活

動
団

体
等

の
非

営
利

団
体

が
、

簡
易

に
法

人
格

を
取

得
す

る
制

度
を

創
設

し
、

今
ま

で
以

上
に

活
発

に
活

動
で

き
る

よ
う

に
す

る
こ

と
を

狙
い

と
し

て
、

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

が
議

員
立

法
で

成
立

（
1
9
9
8
年

1
2
月

1
日

施
行

）
。

特
定

非
営

利
活

動
促

進
法

（
N

P
O

法
）
設

立
の

経
緯

2
（
参

考
）
特

定
非

営
利

活
動

法
人

制
度

研
究

会
「
解

説
特

定
非

営
利

活
動

法
人

制
度

」

阪
神

・
淡

路
大

震
災

（
1
9
9
5
年

1
月

1
7
日

）
が

契
機

2




2
0
0
1
年

1
0
月

に
認

定
N
PO

法
人

制
度

を
創

設
（
国

税
庁

認
定

）
。

認
定
N
PO

法
人

へ
の

寄
附

金
に

つ
い

て
税

制
上

の
優

遇
措

置
（
所

得
控

除
）
を

導
入

。


東

日
本

大
震

災
（
2
0
1
1
年

3
月

1
1
日

）
後

の
復

興
支

援
に

お
い

て
も

多
数

の
N
PO

法
人

等
が

活
躍

。


2
0
1
1
年

6
月

に
改

正
N
PO

法
が

成
立

。
2
0
1
2
年

4
月

よ
り

、
改

正
法

の
下

、
新

認
定

制
度

が
施

行
（
所

轄
庁

認
定

に
）
。

認
定

N
P

O
法

人
の

税
制

上
の

優
遇

措
置

の
拡

充
（
所

得

控
除

と
税

額
控

除
を

選
択

可
能

に
）
。


制

度
発

足
1
5
年

余
を

経
て

、
N
PO

法
人

は
4
万

9
千

法
人

超

（
参

考
）
主

な
非

営
利

法
人

数

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人
公

益
社

団
・
財

団
法

人
一

般
社

団
・
財

団
法

人
社

会
福

祉
法

人
学

校
法

人

49
,1
73

法
人

8,
72
9法

人
32
,5
05

法
人

19
,8
21

法
人

7,
94
2法

人

（
注

1
）
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

数
は

2
0
1
4
年

7
月

末
、

公
益

社
団

・
財

団
法

人
数

は
1
4
年

2
月

末
、

一
般

社
団

・
財

団
法

人
数

は
2
0
1
3
年

4
月

（
N

O
P

O
D

A
S
よ

り
引

用
）
、

社
会

福
祉

法
人

数
は

1
3
年

3
月

末
、

学
校

法
人

数
は

1
3
年

5
月

1
日

時
点

N
P

O
法

人
の

プ
レ

ゼ
ン

ス
の

高
ま

り

3

（
注

2
）
公

益
法

人
制

度
に

つ
い

て
は

、
0
8
年

1
2
月

に
「
公

益
社

団
法

人
及

び
公

益
財

団
法

人
の

認
定

等
に

関
す

る
法

律
」
が

施
行

。
1
8
9
6
年

に
制

定
さ

れ
た

民
法

を
根

拠
法

と
し

た
旧

公
益

法
人

制
度

か
ら

、
新

公
益

法
人

制
度

へ
の

制
度

改
革

が
行

わ
れ

た
。

3



一 般 市 民

所 轄 庁 （ 都 道 府 県 又 は 政 令 指 定 都 市 ）

認
定

※

N
P
O
法

人
有
効
期
間
５
年

任
意

団
体

①
認
証
申
請

②
認
証

認
証

基
準

・
会

員
に
利

益
を
分

配
し
な
い

・
会

員
資

格
に
不

当
条

件
が
な
い

・
宗

教
・
政

治
活

動
等

が
主

目
的

で
な
い

・
暴

力
団

等
で
な
い

等

緩
や
か
な
指
導
・
監
督

③
認
定
・
仮
認
定
申
請

④
認
定
・
仮
認
定

認
定

基
準

・
P
S
T
に
適

合
・
運

営
組

織
及

び
経

理
が
適

切
・
事

業
活

動
の
内

容
が
適

正
・
法

令
違

反
の
事

実
等

が
な
い

・
設

立
か
ら
1
年

を
超

え
て
い
る

等
※
仮
認
定
は
P
S
T
免
除
。
一
度
限
り
。

厳
格
な
指
導
・
監
督

支
援
（
寄
附
等
）

情
報
公
開

公
開

書
類

・
役

員
名

簿
・
定

款
・
事

業
報

告
書

等

公
開

書
類

・
給

与
規

程
・
収

益
の
明

細
・
助

成
金

支
給

実
績

等

一
層
の
情
報
公
開

認
証
段
階
で
の
監
督

報
告
徴
収
、
立
入
検
査

・
法
令
違
反
等
の
相
当
な
疑
い

改
善
命
令

・
認

証
要

件
の
欠

格
・
法

令
又

は
法

令
に
基

づ
く
行

政
庁

の
処

分
に
違

反
等

認
証
取
消

・
3
年
間
事
業
報
告
書
の
提
出
な
し

・
改

善
命

令
に
違

反
等

認
定
後
の
監
督

報
告
徴
収
、
立
入
検
査

・
法

令
違

反
等

の
疑

い

改
善

勧
告

、
勧

告
措

置
命

令
・
認

定
要

件
の
欠

格
・
法
令
違
反
等
の
相
当
な
疑
い

等

認
定
取
消

・
法

令
又

は
勧

告
措

置
命

令
に
違

反
等

仮
認

定
N
P
O
法

人
有
効
期
間
3
年

支
援
（
寄
附
等

※
）

※
認
定
N
P
O
法
人
等
に
対
す
る
寄

附
に
は
税

制
優

遇
措

置
の
適

用

内
閣

府

※
5
年

毎
に
認

定
更

新
を
受

け
る
こ
と

で
認

定
継

続

内
閣
府
の
事
務

・
認

定
制

度
の
実

施
に
関

し
て
地

域
間

の
均

衡
を
図

る
た
め
特

に
必

要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
、
所
轄
庁
へ

指
示

・
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
等
で
の
情
報
提
供

N
P

O
法

人
制

度
に

お
け

る
認

証
、

認
定

、
監

督
等

の
概

略
図

【
制

度
の

目
的

】
（

認
証

制
度

）
ボ

ラ
ン

テ
ィ

ア
団

体
等

に
法

人
格

を
付

与
す

る
こ

と
に

よ
り

市
民

が
行

う
自

由
な

社
会

貢
献

活
動

を
促

進
（

認
定

制
度

）
N
P
O
法

人
の

う
ち

一
定

の
要

件
を

満
た

す
も

の
に

つ
い

て
認

定
を

行
い

、
N
P
O
法

人
へ

の
寄

附
を

促
進

Ｎ
Ｐ

Ｏ
法

人

4

市
民
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク

市
民
に
よ
る
チ
ェ
ッ
ク

4



※
Ｐ

Ｓ
Ｔ

は
、

「
パ

ブ
リ

ッ
ク

・
サ

ポ
ー

ト
・
テ

ス
ト

」
の

略
。

広
く
市

民
か

ら
の

支
援

を
受

け
て

い
る

か
ど

う
か

を
判

断
す

る
た

め
の

基
準

。

改
正

前
改

正
後

●
認

定
法

人
・
仮

認
定

法
人

へ
の

寄
附

者
は

所
得

税
の

所
得

控
除

に
代

え
て

税
額

控
除

を
選

択
可

能
（
地

方
税

と
あ

わ
せ

て
最

大
50

%
）

●
Ｐ

Ｓ
Ｔ

基
準

※
を

含
む

全
て

の
要

件
を

満
た

し
た

法
人

の
み

認
定

●
以

下
の

基
準

を
満

た
さ

な
け

れ
ば

な
ら

な
い

。

・
寄

附
金

が
総

収
入

に
占

め
る

割
合

が
１

/
５

以
上

●
認

定
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
人

等
へ

の
寄

附
者

は
所

得
控

除
の

み
可

能

以
下

の
３

つ
の

う
ち

、
い

ず
れ

か
１

つ
を

選
択

可
能

・
寄

附
金

が
総

収
入

に
占

め
る

割
合

が
１

/
５

以
上

・
各

事
業

年
度

に
3
,
0
0
0
円

以
上

の
寄

附
を

平
均

1
0
0
人

以
上

か
ら

受
け

る
こ

と
・

地
方

公
共

団
体

が
個

別
に

条
例

で
指

定
す

る
こ

と

●
設

立
５

年
未

満
の

法
人

に
つ

い
て

、
Ｐ

Ｓ
Ｔ

基
準

を
満

た
さ

な
く
て

も
、

他
の

基
準

を
満

た
せ

ば
税

制
上

の
優

遇
措

置
を

受
け

る
こ

と
が

で
き

る
仮

認
定

制
度

を
導

入
（
3
年

間
有

効
）

〈
経

過
措

置
：
３
年

間
は
設

立
後

５
年

以
上

の
法

人
に
も
適

用
〉

Ｐ
Ｓ

Ｔ
基

準
※

の
緩

和

○
寄

附
税

制
の

対
象

と
な

る
認

定
制

度

仮
認

定
制

度
の

導
入

税
額

控
除

の
導

入

●
２

以
上

の
都

道
府

県
に

ま
た

が
る

法
人

の
認

証
事

務
を

地
方

自
治

体
へ

移
管

●
認

定
事

務
も

地
方

自
治

体
で

実
施

●
２

以
上

の
都

道
府

県
に

ま
た

が
る

法
人

の
認

証
事

務
は

内
閣

府
が

実
施 ●
認

定
事

務
は

国
税

庁
で

実
施

認
証

・
認

定
事

務
を

自
治

体
に

一
元

化

○
認

証
及

び
認

定
の

事
務

改
正

前
改

正
後

5

20
11

年
度

寄
附

税
制

拡
充

及
び
20

12
年

度
Ｎ

Ｐ
Ｏ

法
改

正
の

ポ
イ

ン
ト

※
こ

の
ほ

か
、

法
附

則
第
19

条
に

お
い

て
、

改
正

法
施

行
後

３
年

を
目

途
と

し
て

、
検

討
及

び
措

置
を

講
ず

る
こ

と
を

規
定

。

5
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